
公示

１２月－１月
（４月－５月）
（８月－９月）

（注１）

and

事前試験（注３） ※65歳未満（注４）

【試験申込】

通知

２月中旬
（６月中旬）
（１０月中旬）

【試験公示等】

申込

法令試験

【試験実施】

３月中
（７月中）
（１１月中）

違反又は
有効期限切れ

事前試験の
再受験

（注１）平成１４年１月１８日付け制定 近運旅二公示第６号「個人タクシー事業の許可等に係る試験の実施について」のⅡ．事前試験１．受験者の資格要件（３）は、平成１４年１月１８
日付け制定 近運旅二公示第３号「個人タクシー事業の許可、譲渡譲受認可及び相続認可等申請に関する審査基準について」Ⅰ．３．運転経歴等に適合していることが受験の資格要
件です。
（注２）毎年４月中旬に 令和４年３月３１日制定 近運自二公示第３４号「準特定地域における個人タクシー事業に係る道路運送法第４条第１項の 許可の特例的な取扱いについて」 ３．
及び４．の規定により算出した各年度の新規許可枠を営業区域毎に公示します（※令和１０年度まで）。
（注３）特例新規許可申請については、事前試験に合格した者のみ申請を行うことができます。
（注４）個人タクシー合格証の有効期限は最大２年とし、合格時点（公表等）で６３歳に至っている方は有効期限が２年未満となります。
（注５）申請受付期間のうち、９月１日から９月３０日まで及び１月１日から１月３１日までのそれぞれの期間が到来するまでに処分件数が新規許可枠に達 した場合、以降の申請受付
期間において受付は行いません。
（注６）申請件数が毎年度４月に公示した各営業区域の新規許可枠を上回った場合には、くじ引きにより許可対象者を決定します。

注意事項

不合格
（通知等なし）

合格証無効

許可対象者と
なった場合

【書類審査等】

【合格通知】

試験実施後
（約２週間）

公表

and

送付

（注２）

【申請】（注５）

［受付期間］
５月１日から５月３１日
（９月１日から９月３０日）
（１月１日から１月３１日）

【抽選実施】（注６）

許可対象者と
ならなかった場合

【取下願いor却下】

［処分の時期］
８月（予定）
（１２月（予定））
（４月（予定））

【処分】

［実施時期］
６月中（予定）
（１０月中（予定））
（２月中（予定））


